
コミュニティ啓発物品 

借用方法と使用についての注意事項 

 

１. 使用日の３ヶ月前より申請書の受付を開始いたします。申請書の受付は 

使用日の前日までです。使用したい団体は、「コミュニティ啓発物品貸

出承認申請書」に必要事項を記入の上、直接事務局へ提出してください。 

    ＊ TEL,FAX,メールでの受付は、できませんのでご了承ください。 

２.申請書提出順に使用予約を受け付けます。使用予約状況はコミ協事務局

へお問い合わせください。 

 

３.貸出期間は、１団体につき最長１週間とします。 

 

４.申請書を受理後、コミ協会長は貸出の承認をし、「コミュニティ啓発物品貸出承認 

書」を申込者に交付します。 

 

５.申込者は、借用期間内に、コミ協事務局へ借りる啓発物品等を取りに来て 

ください。その際にコミ協から交付いたしました「コミュニティ啓発物品 

貸出承認書」の提示が必要です。なお、受渡しには、事前調整が必要とな 

ります。＊ 平日の午前８：３０～午後５：００ 

 

６.使用後は必ずきれいに掃除してください。返却の際にきちんと掃除されているのか 

チェックさせて頂きますので、ご了承ください。 

 

７.啓発物品の返却は、借用期間内に、コミ協事務局にお願いいたします。 

 

８.ポップコーン機は、食料品を扱う機械です。取り扱いについてのご 

理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

９.啓発物品使用に必要な消耗品（電池、ガソリン、わりばし等）につ 

いては、申込者が準備してください。 

 

 

 

≪連絡先≫ 

朝霞市コミュニティ協議会事務局（地域づくり支援課） 

T E L ０４８－４６３－２６４５ 

F A X ０４８－４６３－２２９４ 

E-mail tiiki_sien@city.asaka.lg.jp 


